
令和７年12月10日作成

　令和元年10月に「燃えるごみ」「燃 袋が残っている場合は、引続き使用することができます。
えないごみ」の旧指定ごみ袋を、「燃 なお、以下のように分別していただくことで、袋の種類を問わず使用することができます。 　平成11年10月以前に使用されていた
えるごみ・燃えないごみ袋」に統一し ・燃えるごみのみを入れる。 「規格の袋」については、旧指定ごみ
ました。 ・燃えないごみのみを入れる。 袋の導入時に期間を設け交換対応を行

　※資源ごみに使用することはできません。 いましたので、現在は使用することは
できません。

　平成29年４月に「かん類・金属類」
「びん類」「ペットボトル」「プラス 袋が残っている場合は、引続き使用することができます。 　平成24年度にパンフレットと同封に
チック類」の旧指定ごみ袋を「資源ご なお、以下のように分別していただくことで、袋の種類を問わず使用することができます。 て無料でお配りしました「紙製容器包
み袋」に統一しました。 ・かん類・金属類のみを入れる。 装専用ごみ袋」となります。
　また、４種類に「紙製容器包装」「 ・びん類のみを入れる。 　袋が残っている場合は、引続き使用
衣類等」を加え計６種類を排出可能と ・プラスチック製容器包装のみを入れる。 していただけますが、「紙製容器包装
しました。 ・ペットボトルのみを入れる。 」以外に使用することはできません。

・紙製容器包装のみを入れる。
・衣類等のみを入れる。
　※燃えるごみ・燃えないごみに使用することはできません。

燃 え る ご み
燃えないごみ

資 源 ご み

使用できる指定ごみ袋と使用できない指定ごみ袋の一覧表

ごみの種類
使用できる指定ごみ袋

使用できない指定ごみ袋
現行の指定ごみ袋 旧指定ごみ袋 その他


